
 

公立大学法人宮崎公立大学副学長に関する規程 
令和７年３月３１日 

規程第１５２号 
（趣旨） 

第１条 この規程は、宮崎公立大学副学長（以下「副学長」という。）に関し、必要な事項

を定めるものとする。 
 
 （員数） 
第２条 副学長は、１名とする。 
 
 （候補者の選考及び決定） 
第３条 学長は、候補者を宮崎公立大学の教授（教授予定者を含む。）のうちから選考し、

理事長に推薦するものとする。 
２ 理事長は、前項の推薦に基づき、副学長を任命するものとする。 
 
（任期等） 

第４条 副学長の任期は２年とする。ただし、副学長が欠けた場合の後任者の任期は、前

任者の残任期間とする。 
２ 副学長は、再任されることができる。 
 
 （委任） 
第５条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


